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表
面
の
第
二
字
は

「
十
」
冠
の
文
字
と
み
ら
れ
る
。
表
裏
と
も
墨
痕
は
認
め

ら
れ
る
が
判
読
は
で
き
な
い
。
木
衝
の
一
側
辺
の
一
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
下

半
は
一
方
か
ら
切
り
込
ん
で
幅
を
せ
ば
め
、
さ
ら
に
先
端
を
二
次
的
に
削

っ
て

と
が
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
近
く
に
は
一
孔
を
穿

っ
て
い
る
。

本
木
簡
は
判
読
は
で
き
な
い
も
の
の
六
世
紀
末
？
七
世
紀
初
頭
の
も
の
で
、

木
簡
と
し
て
は
最
も
古
い
事
例
に
属
し
、
し
か
も
、
集
落
跡
か
ら
出
上
し
た
点

が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
集
落
を
特
異
な
建
物
を
も
つ
集
落
、
す

な
わ
ち
、
渡
来
系
集
団
の
集
落
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
木
簡
の
存

在
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

（林
　
博
通
）

大
阪
府
立
泉
北
考
古
資
料
館

『
記
さ
れ
た
世
界
展
』
の
紹
介

一
九
八
三
年
六
月
七
日
か
ら
九
月
二
五
日
に
か
け
て
大
阪
府
立
泉
北
考

古
資
料
館
に
お
い
て

「
記
さ
れ
た
世
界
―
―
大
阪
府
下
出
上
の
墨
書
土
器

文
字
瓦
と
木
簡
展
―
―
」
が
開
か
れ
た
。
副
題
に
あ
る
よ
う
に
大
阪
府
出

土
の
墨
書
土
器

・
文
字
瓦

。
木
簡
が

一
堂
に
集
め
ら
れ
、
興
味
つ
き
な
い

展
示
で
あ

っ
た
。

同
展
の
概
要
を
紹
介
し
た

「
泉
北

考
古
資
料
館

だ

よ

り
」

一
六
号
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

栃
木
・
下
野
国
府
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
栃
木
県
栃
木
市
田
村
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年
（昭
５７
）
二
月
を

一
九
八
三
年
（昭
５８
Ｘ
二
月

８
　
発
掘
機
関
　
　
栃
木
県
教
育
委
員
会

・
側
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
大
金
宣
亮

。
田
熊
清
彦

・
木
村
　
等

・
中
野
正
人

・
大
橋

泰
夫

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代

７
　
注退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

下
野
国
府
跡
は
、
栃
木
市
の
東
方
を
南
方
へ
流
れ
な
騨
〆
右
岸
の
沖
積
低
地

に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
思
川

を
東
へ
越
え
た
対
岸
の
台
地
上

に
は
、
下
野
国
分
寺

。
同
国
分

尼
寺

（国
分
寺
町
）
が
所
在
し
て

い
る
。

本
遺
跡
の
調
査
は
、
八
二
年

り
度
の
発
掘
調
査
（第
一
八
二
一〇

に
１
一一四
次
）を
終
了
し
て
都
合
二

四
次
、
八
箇
年
に
及
が
も
の
で



十 ォ■ ε白ことⅢ +

あ
る
。
昨
年
度
の
調
査
に
お
い
て
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
第

一
八
次
―
―
政

庁
の
西
隣
地
区
に
木
簡

・
削
暦
を
出
上
し
た
土
羨
二
〇
余
基
、
第
二
〇
次
―
―

政
庁
内
郭
北
辺
塀
か
ら
北
へ
一
町
付
近
に
東
西
道
路
（路
面
幅
、
約
三
〇
尺
）、
第

二
二
次
―
―
政
庁
か
ら
南
三
町
付
近
に
、
政
庁
へ
連
続
し
て
い
る
南
北
道
路
及

び
そ
の
西
側
に
掘
立
柱
塀
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
建
物
群
、
第
二
三
次
―
―
国

府
域
内
を
区
画
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
濤
跡
や
政
庁
南
西
隅
へ
向
う
大
濤
、
第

二
四
次
―
―
政
庁
中
央
か
ら
東

へ
約

一
六
二
ｍ
（約
一一町
半
）
付
近
の
南
北
大
群

等
々
で
あ
る
。

木
簡

・
削
暦
等
は
、
第

一
八

・
二
三
次
地
区
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
第

一
人
次
地
区
出
土
木
簡
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
報
告
す
る
「

第

一
人
次
調
査
と
木
簡
出
上
の
上
羨
群
の
概
要
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
政

庁
内
郭
の
区
画
施
設

・
建
物
群
は
Ｉ
ｉ
Ⅳ
期
の
変
遷
が
あ
る
。
各
期
の
お
お
よ

そ
の
年
代
は
、
Ｉ
期
＝
八
世
紀
前
半
、
Ｉ
期
＝
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭

頃
、
Ⅲ
期
＝
九
世
紀
代
、
Ⅳ
期
＝
終
末
は
十
世
紀
代
で
あ
る
。
政
庁
に
西
隣
す

る
本
調
査
区
か
ら
は
、
政
庁
西
辺
の
区
画
施
設
と
し
て
南
北
塀
（
ｓ
Ａ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
一

Ｂ
＝
Ⅱ
期
）、　
そ
の
西
側
に
南
北
濤

（
ｓ
Ｄ
十

一
一
九
＝
Ⅲ
・
Ⅳ
期
）
を
検
出
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、　
Ｓ
Ｄ
十

一
一
九

（Ⅲ
期
）
と
同
期
に
存
在
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
南
北
濤

（
ｓ
Ｄ
Ｉ
〓
一〇
）
が
あ
り
、
こ
の
濤
間
は
あ
る
い
は
政
庁
Ⅲ
期
西

辺
に
計
画
さ
れ
た
道
路
部
分

（路
幅
、
約
三
〇
尺
）
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

政
庁
Ｉ
期
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
濤

（
Ｓ
Ｄ
Ｉ

〓
〓

・
一
三
二
）
は
、

多
量
の
木
簡
を
出
上
し
た
土
羨
群
を
と
り
囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
土
羨
群
は
、
検
出
状
況

・
推
積
土
等
か
ら
Ａ

・
Ｂ
の
二
群
に
分
け
ら
れ
る
。

Ａ
群
は
土
羨
検
出
面
が
政
庁
Ⅱ
期
焼
失
時
の
整
地
上
で
あ
り
、
そ
の
下
位
に
土

羨
廃
棄
時
及
び
機
能
（使
用
）
時
の
堆
積
上
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
群
は

土
羨
検
出
面
が
遺
物
包
含
層
で
あ
り
、
羨
底
面
付
近
ま
で
政
庁
Ｉ
期
焼
失
時
の

整
地
上
が
堆
積
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
Ａ
群
の
土
羨
は
廃
絶
後
窪
地

状
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
上
羨
群
の
最
上
層

（含
検
出
面
）
を
整
地
土
が
占

め
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
木
衡
ω
②
０
０
は
Ａ
群
、
Ｏ
④
は
Ｂ
群
の
上
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1982年出上の木簡

羨
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
②
は
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｏ

一
一
土
羨

（長
さ
約
二
・
六
ｍ
、
幅
約
二
・
二
ｍ
、
深
さ
約
○

・
五
ｍ
）
の
上
面
を
覆
う
政
庁
Ⅱ
期
焼
失
時
の
整
地
上
の
下
位
層
①

と
最
下
層

②
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。　
③
④
は
Ｓ
Ｋ
ｌ
Ｏ

一
三
土
羨

（長
さ
約
六
・

六
ｍ
、
幅
約
二
・
六
ｍ
、
深
さ
約
○
・
四
ｍ
）、
⑤
は
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｏ

一
八
土
羨

（幅
約
三

・
Ｏ
ｍ
、
深
さ
約
○
・
四
ｍ
）
の
底
面
小
穴
中
か
ら
出
上
し
て
い
る
。　
①
は
Ｓ
Ｋ

艇

増
呻

一 土
酔
』
騨
節

築

］
難

欝

鞘

鉾

評

韓

読
み
と
れ
る
も
の
等
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
整
理
途
中
で
は
あ
る
が
、
今
回

報
告
す
る
も
の
の
他
に
千
余
点
以
上
の
木
簡
削
暦
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

①
　
・
×
延
暦
十
年
七
月
十
□

×

〔中
己

・　　　　　　　　　　　一日］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（μやヽ
）
×
（］ヽ
）
×
∞　　〇∞μ

〔依
ヵ
〕
　

〔十
ヵ
〕
　

〔進
〕

②　　×□田畑旧
押三醐網
帥節暇胴姐□
×　
　
　
　
　
　
Φ燎

③
　
・
×
則

□

〔解
望

〔薬
〕

。　
　
則

鰤

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（φ
］
）
ｘ
や
『
×
伽
　
〇
⇔
岸

（
Φ∞
）
×
（
］『
）
×
ｍ　
　
Ｏ
Ｏ
μ

ω
は
、
天
地
部

・
左
右
両
側
縁
部
と
も
腐
蝕
し
て
い
る
。
年
紀
は
、
本
片
の

中
位
か
ら
下
半
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
に
は
、　
中
央
部
分

に

一
宇

（中
ヵ
）
が
認
め
ら
れ
る
。
②
は
、
左
側
が
う
す
く
半
月
形
に
残
る
削
暦
で
あ
る
。

文
字
は
縦
二
行
に
わ
た
り
、
同
様
な
書
式
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
某
年

度
の
二
月
と
六
月
と
に
国
符
を
も

っ
て
用
達
し
た
物
品
名
が
摘
録
さ
れ
て
い
る
。

①
は
軸
部
が
折
損
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
題
簸
部
は
良
く
遺
存
し
て
い
る
。

文
字
は
、
表
裏
面
と
も
二
行
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
簡
は
、
当
国
薬
師
寺
よ
り

国
府
あ
て
上
申
さ
れ
た
月
料
に
つ
い
て
の
文
書
に
付
さ
れ
た
題
簑
で
あ
ろ
う
。

下
野
国
薬
師
寺
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年
十

一
月
己
未
条
に

「
下
野
国

言
、
薬
師
寺
者
、
天
武
天
皇
所
建
立
也
。
」
と
見
え
、
同
日
の
太
政
官
符

（『類

乗
三
代
格
』
巻
第
一う

に
よ
っ
て
も
天
武
天
皇
の
建
立
と
伝
わ
る
官
寺
で
あ
り
、

〔也
ヵ
〕

×
□
田
者
此
不
□
必
申
給
也
”
□

×
　

　

（霞
Ｙ
ａ
∀
中
霞

＝

一

天
平
元
□
日
□
×

＝

・

〔学
生
ヵ
Ｘ
丈
丈
丈
〕

回目具□

・
×
日
日
□
□
□

Ｏ
　
ｏ
「

復日

□
□
□
丈
マ
濱
足
足
足
×
（
Ｐ『
⇔
）
Ｘ
（μ〕
）
×
∞　
　
〇
∞
Ｐ



ま
た
、

『
東
大
寺
要
録
』
巻
第

一
に
は
天
平
宝
字
五
年
正
月
二

一
日
の
こ
と
と

し
て

「
下
勅
於
下
野
薬
師
寺
、
筑
紫
観
世
音
寺
始
建
戒
壇
。」
と
あ
り
、
戒
壇

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
道
鏡
は
、
造
下
野
薬
師
寺
別
当
と
し
て
左

遷
さ
れ
て
い
る
。
⑭
は
、
四
断
片
を
接
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
地
部
分
は
腐

蝕
し
て
い
る
。
裏
面
に
文
字
は
認
め
ら
れ
な
い
。
上
端
文
字
は
シ
ン
ニ
ュ
ウ
と

み
ら
れ
る
墨
跡
が
の
こ
っ
て
い
る
。
完
存
す
る
五
文
字
目
の
左
側
は
割
損
し
て

い
る
為
に

「
也
」
字
と
し
て
よ
い
の
か
や
や
疑
間
が
の
こ
る
。
０
は
、
三
断
片

に
折
損
さ
れ
て
い
る
も
の
の
接
合
は
可
能
で
あ
る
。
天
部
は
削
損
し
、
地
部

・

左

・
右
辺
は
割
損
あ
る
い
は
折
損
し
て
い
る
。
文
字
の
の
こ
る
両
面
は
、
部
分

的
で
は
あ
る
が
墨
書
後
の
削
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
表
裏
両
面
に
見
ら
れ
る

書
体
が
や
や
異
な
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
異
筆
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
遺

存
す
る
断
簡
の
左

・
右
端
辺
付
近
に
何
文
字
分
か
の
墨
跡
が
み
と
め
ら
れ
る
。

０
は
、
題
額
部
の
三
分
の
一
と
軸
部
の
下
半
が
折
損
し
て
い
る
。
「
始
政
日
文
」

の
題
辞
が
注
意
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
新
任
国
司
の
行
事
と
し
て

「
択
吉
日
、
始

行
交
替
政
事
。」
（『朝
野
群
載
』
巻
三
二
国
務
条
々
事
）
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
報
告
し
た
木
簡
の
う
ち
、
０
は
下
野
国
府
の
政
庁
と
期
機
能
時
期
に
つ

木
簡
０
　
（部
分
）

い
て
の
傍
証
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
①
は
政
庁
Ｉ
期
建
物
群
焼
失
時
期
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
木
簡
等
の
資
料
に
よ
っ
て
当
国
府
の
具
体
的
な

様
相
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
木
簡
釈
読
に
つ
い
て
は
、
土
田
直
鎮

・
岸
俊
男

・
佐
藤
宗
諄

・
鬼
頭

清
明

。
平
川
南

。
東
野
治
之

。
佐
藤
信

・
佐
藤
和
彦
の
諸
先
生
に
御
示
教
を
賜

わ

っ
た
。
謹
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

栃
木
県
教
育
委
員
会

『
下
野
国
府
跡
発
掘
調
査
概
報
Ｖ
』

（
一
九
八
二
年
）

（大
金
宣
亮
・
田
熊
清
彦
）

盛鉾こ

題鉄 (3)
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漆紙文書 (赤外線テレビによる)

栃
木
・
下
野
国
府
跡
寄
居
地
区
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
栃
木
県
栃
木
市
寄
居
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
）
四
月
ｉ
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
栃
木
県
教
育
委
員
会

・
印
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
国

４
　
調
査
担
当
者
　
岩
淵

一
夫

・
木
村
　
等

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
奈
良
ｉ
平
安
時
代

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
遺
跡
は
、
栃
木
市
の
東
方
を
南
流
す
る
思
川
の
右
岸
沖
積
低
地
上
に
位
置

す
る
。
ま
た
、
こ
の
沖
積
低
地
上
に
は
下
野
国
府
跡

（南
東
約
八
Ｏ
Ｏ
ｍ
）
や
長

原
東
遺
跡

（北
東
約
二
〇
〇
ｍ
）

が
所
在
し
て
い
る
。

発
掘
調
査
は
、
道
路
改
良
工

事
に
先
が
け
て
行

っ
た
も
の
で

あ

る

。
検
出
遺
構
は
、
竪
穴
住
居
跡

り

一
四
軒

・
濤
状
遺
構

一
〇
条

・

転

掘
立
柱
建
物
跡
二
棟

・
土
羨

一

六
基

。
井
戸
跡

一
基
等
で
あ
る
。




